
■町民１人当たり、１世帯当たりの町税負担

■町民１人当たり、１世帯当たりに使われた費用

■一般会計・債務負担行為の状況

■町の「貯金」 ■町の「借金」

■性質別経費

■町税収入の状況
税　　　目 １人当たり（円） １世帯当たり（円）

個人町民税 60,740 107,189
法人町民税 13,375 23,602
固定資産税 168,881 298,026
軽自動車税 2,790 4,923
町たばこ税 12,208 21,544
合　　　計 257,994 455,284

区　　　分 １人当たり（円） １世帯当たり（円）
総務費 495,143 873,781
公債費 279,069 492,475
土木費 359,060 633,636
民生費 334,156 589,686
農林水産業費 380,215 670,967
教育費 188,981 333,495
衛生費 120,131 211,997
消防費 60,324 106,453
商工費 63,674 112,366
議会費 22,389 39,510
災害復旧費 0 0
合　　　計 2,303,141 4,064,367

税　　　目 金　額（千円） 徴収率（％）構成比（％）
個人町民税 131,199 96.7 23.5
法人町民税 28,889 98.4 5.2
固定資産税 364,784 98.8 65.5
軽自動車税 6,026 99.3 1.1
町たばこ税 26,370 100.0 4.7
合　　　計 557,268 98.3 100.0

区　　分 金　額（千円） 割合（％） 対前年比（％）
消費的経費 2,518,101 50.7 3.7
人件費 737,081 14.9 1.0
物件費 737,217 14.8 10.2
維持補修費 331,264 6.7 ▲ 0.9
扶助費 125,506 2.5 ▲ 26.7
補助費等 587,033 11.8 11.9
投資的経費 1,031,159 20.7 32.2
その他 1,425,525 28.6 ▲ 14.6
公債費 602,790 12.1 ▲ 11.9
積立金 368,858 7.4 ▲ 28.8
投資および出資金･貸付金 30,000 0.6 0.0
繰出金 423,877 8.5 ▲ 3.0
合　　　計 4,974,785 100.0 2.0

区　　　　　分 金　　額（千円） 対前年比（％）
一般会計 6,088,384 4.0
財政調整基金 1,001,045 0.0
減債基金 1,473,190 ▲ 1.5
ふるさと創生基金 1,176,763 3.0
ふるさと応援基金 24,480 ▲ 4.3
エネルギー施設等振興基金 475,532 2.4
公共施設等整備基金 1,516,581 16.6
地域公共交通活性化基金 236,733 ▲ 5.3
地域福祉基金 101,440 0.0
中山間農業地域環境保全基金 17,395 1.2
森林環境譲与税基金 29,504 25.8
奨学資金基金 25,886 0.0
心象記念文化振興基金 9,835 8.5
国民健康保険特別会計 21,549 ▲ 33.8
介護保険特別会計 31,712 0.0
簡易水道事業特別会計 115,074 0.0

合　　　　計 6,256,719 3.7

区　　　　　分 金　　額（千円） 対前年比（％）
一般会計 3,265,999 ▲ 1.3
公共事業等債 73,732 ▲ 9.5
防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 60,219 56.8
一般単独事業債 30,318 ▲ 33.0
公営住宅建設事業債 114,113 ▲ 27.3
辺地対策事業債 844,315 3.8
教育・福祉施設等整備事業債 55,053 ▲ 34.1
過疎対策事業債 1,575,507 6.1
草地開発事業債 1,081 ▲ 49.5
公有林整備事業債 44,605 ▲ 6.4
簡易水道事業債 33,941 ▲ 18.7
簡易水道事業債 433,115 ▲ 15.8
簡易水道事業特別会計 45,561 71.0
下水道事業特別会計 336,493 ▲ 5.7

合　　　　計 3,648,053 ▲ 1.2

区　　　分 令和５年度以降
支出予定額（千円） 割合（％） 対前年比（％）

物件の購入 845 12.2 ▲ 50.0
土地 0 0.0 -
建物 0 0.0 -
物品 845 12.2 ▲ 50.0
その他のもの 6,105 87.8 4.0
利子補給 6,016 86.6 23.6
その他 89 1.3 ▲ 91.1
合　　　計 6,950 100.0 ▲ 8.1

「債務負担行為」とは
　将来的に支払わなければいけない義務的経費
で、①金銭給付を目的とするもの、②物件の給
付、③役務の提供等に大別され、次年度以降の
歳出予算に計上されるものであり、予算の内容
の一部として議会の議決を経て設定されます。

町の「貯金」（基金）・町の「借金」（町債）
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